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２．電子情報処理組織使用届出書の作成方法

（１）電子情報処理組織使用届出書の記入例

電子による届出に必要なユーザーＩＤ・パスワード等を取得するために、あらかじめ届

出に使用する電子計算機ごとに「電子情報処理組織使用届出書」を都道府県等の窓口へ提

出する必要があります。

＜電子情報処理組織使用届出書の記入例＞

様式第４（第12条関係）

電子情報処理組織使用届出書 （←捨印）

＊①
＊② 平成××年××月××日

神 奈 川 県 知 事 殿
〒 １００－００１３

＊③ （ふりがな） とうきょうとちよだくかすみがせき

届出者 住 所 東京都千代田区霞が関１－２－２
（ふりがな） かすみがせきかぶしきがいしゃ

氏 名 霞ヶ関株式会社
だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう

代表取締役社長 環境 太郎
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第12条

第１項の規定に基づき、法第５条第２項に基づく届出について、下記のとおり、電子情報処理

組織の使用を開始することといたしましたので、届け出ます。

記

通信方式（いずれかに○

をすること） ＊④
１．ダイヤルアップ方式 ２．インターネット方式

届出に使用する通信用電話
番号（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ方式の場合は
空欄とすること） ＊⑤

担 当 者

＊⑥

（連絡及び

問い合わせ

先）

（ふりがな）
氏 名

かがく はなこ

化学 花子

部 署 藤沢第一工場 環境安全部管理第一係

電話番号 ０４６６－××－××××

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ abc@xyz-mail.co.jp

※識別番号＊⑦

（電子情報処理組織を使用して届出を行う事業所）

（ふりがな）

事業所の名称＊⑧

ふじさわだいいちこうじょう

藤沢第一工場

所 在 地＊⑧

（ふりがな）

〒２５１－××××
神奈川 都道 藤沢 市区

府県 町村

あさひちょう

朝日町 ×－×

備考 １ 本届出書は、ダイヤルアップ方式による届出をしようとする場合においては届
出に使用する通信用電話番号ごとに、インターネット方式による届出をしようと
する場合においては届出に使用する電子計算機ごとに作成すること。同一の都道
府県内に所在する複数の事業所について届け出る場合には、次葉を使用すること。

２ 法人にあっては、電子情報処理組織を使用した届出の担当部署並びに氏名及び
連絡先を記載すること。

３ ※の欄には、記載しないこと。
４ 届出書の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
５ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、

本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。
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（２）電子情報処理組織使用届出書の記入要領

①『提出日』

○電子情報処理組織使用届出書を窓口へ提出する日付（郵送の場合は、投函する日付）

を記入してください。

②『あて先』

○電子による届出の提出先となる都道府県知事等を記入してください。（例：神奈川県知

事、横浜市長）

○「都道府県知事」又は「関西 花子知事」（個人名）などとは記入しないでください。

③『届出者』

○住所（法人にあっては登記上または本社の所在地）及び氏名（法人にあっては登記上

の名称及び代表者の役職名・氏名）を記入してください。住所及び氏名は、届出を行

う時点の情報を記入してください。

○届出者本人（法人にあってはその代表者）が署名した場合、押印は必要ありません。

○郵便番号は、大口事業所等で取得されている個別郵便番号ではなく、その地域で通常

用いられるものを記入してください。

○届出者は、その事業所の届出を工場長や事業所長、化学物質の管理を担当する部署の

長や当該事業所の化学物質の管理・責任を有する者に届出者の代理人として委任する

ことができます。その場合には、以下のように記入してください。なお、届出に委任

状を添付する必要はありません。（法人内部で適切な委任行為を行っておいてくださ

い。）

様式第４（第12条関係）

電子情報処理組織使用届出書 （←捨印）

平成××年××月××日

神 奈 川 県 知 事 殿
〒 １００－００１３

（ふりがな） とうきょうとちよだくかすみがせき

届出者 住 所 東京都千代田区霞が関１－２－２
（ふりがな） かすみがせきかぶしきがいしゃ

氏 名 霞ヶ関株式会社
だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう

代表取締役社長 環境 太郎
ふじさわだいいちこうじょうちょう けいざい いちろう

代理人 藤沢第一工場長 経済 一郎

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第12条

第１項の規定に基づき、法第５条第２項に基づく届出について、下記のとおり、電子情報処理

組織の使用を開始することといたしましたので、届け出ます。

※ 届出者の住所、氏名の下に代理人の役職及び氏名を記載し、代理人の印を押してください。

この場合、届出者（代表者）の押印は必要ありません。なお、代理についても本人が署名す

ることにより、押印に代えることができます。
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④『通信方式』

○「１．ダイヤルアップ方式」、「２．インターネット方式」のいずれかに○印を付けて

ください。電子による届出は、事業者のパソコンから行政側の電子計算機へ、インタ

ーネット経由で接続し届出を行う「インターネット方式」と、電話回線で直接接続し

届出を行う「ダイヤルアップ方式」があります。（現在は、インターネットの利用が普

及しており、「２．インターネット方式」による届出がほとんどです。）

⑤『届出に使用する通信用電話番号』

○インターネット方式の場合は空欄としてください。ダイヤルアップ方式の場合のみ記

入してください。

○通信用電話番号は、この電子情報処理組織使用届出書により登録する電話番号で発信

者番号通知ができることが必要です。（ダイヤルイン等、発信の度に番号が変わる回線

は使用できません。）

⑥『担当者』

○電子情報処理組織使用届出書の提出後、行政側から届出内容について問い合わせをさ

せていただくことがありますので、届出担当者の所属する部署、氏名、電話番号を記

入してください。

○電子メールアドレスは、行政側からの連絡に必要となりますので、担当者が業務時間

中に受信できるものを記入するようお願いします。

⑦『識別番号』

○この欄は記入しないでください。

⑧『電子情報処理組織を使用して届出を行う事業所』

○届出を行う事業所の名称及び所在地を記入してください。
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（前葉からのつづき）

（ふりがな）

事業所の名称

所 在 地

（ふりがな）

〒

都道 市区
府県 町村

（ふりがな）

事業所の名称

所 在 地

（ふりがな）

〒

都道 市区
府県 町村

～複数の事業所について電子による届出を行う場合～

提出先が同一の都道府県等である複数の事業所の届出は、同一のパソコンから行う

ことができます。電子情報処理組織使用届出書は、これらの事業所を一括して記入し、

提出します。

以下のように電子情報処理組織使用届出書の２ページ目を使用してください。

届出を行う同一都道府県等の事業所が５つ以上ある場合は、様式の２ページ目をコ

ピーしたものを、３ページ目以降として使用してください。

３．電子による届出（届出ファイル）の入力要領

（１）届出ファイル(本紙)の入力要領

具体的な作成（入力）方法は、「ＰＲＴＲ届出システム操作マニュアル」をご覧ください。

http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/itdtp.html

＜注意事項＞

○入力漏れや入力ミスがあるとエラーが表示される場合があります。また、必要な項目

には必ず「ふりがな」を入力していただくようお願いします。

①『提出日』（送信）

○届出ファイルを提出（送信）する日付を入力してください。

②『あて先』

○『届出先』は、「業種コード・届出先一覧」（Ｐ５９）を参考に、事業所における主た

る業種（Ｐ１３の囲み）を所管している大臣を選択してください。

○『提出先』は、事業所所在地に対応する都道府県知事等が自動的に反映されます。


